
四国地方整備局事業評価監視委員会規則 対比表

原 文 改 定

四国地方整備局事業評価監視委員会規則 四国地方整備局事業評価監視委員会規則

（趣旨） （趣旨）

第１条 本規則は、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領及び国土交通省所管のい 第１条 本規則は、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領及び、国土交通省所管の

わゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領（平成２２年４月１日付け、国官総第 いわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領及び国土交通省所管公共事業の完了

３６７号の２、国官技第３６９号の２国土交通事務次官通達）並びに国土交通省所管 後の事後評価実施要領（平成２２３０年４３月１３０日付け国官総第３６７号の２

公共事業の事後評価実施要領及び国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る ２８７号、国官技第３６９号の２３０５号国土交通事務次官通達）並びに国土交通省

事後評価実施要領（平成２０年７月１日付け、国官総第１６４号の２、国官技第４７ 所管公共事業の事後評価実施要領及び国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に

号の２国土交通事務次官通達）（以下、「要領」という。）に基づいて四国地方整備 係る完了後の事後評価実施要領（平成２０２３年７４月１日付け国官総第１６４号の２

局（以下、「整備局」という。）に設置する四国地方整備局事業評価監視委員会（以 ３６７号、国官技第４７号の２４２２号国土交通事務次官通達）（以下、「要領」と

下、「委員会」という。）の組織、委員、会議、庶務その他の委員会の設置等に関し いう。）に基づいて四国地方整備局（以下、「整備局」という。）に設置する四国地

て必要な事項を定めるものである。 方整備局事業評価監視委員会（以下、「委員会」という。）の組織、委員、会議、庶

務その他の委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

（委員会の事務） （委員会の事務）

第２条 委員会は、四国地方整備局長（以下、「局長」という。）の委嘱に基づき、次 第２条 委員会は、四国地方整備局長（以下、「局長」という。）の委嘱に基づき、次

に掲げる事務を行う。 に掲げる事務を行う。

一 整備局が作成した再評価及び事後評価を実施する事業の一覧表及び対応方針（原 一 整備局が作成した再評価及び事後評価を実施する事業の一覧表及び対応方針（原

案又は案）の提出を受け、各事業を取りまく社会経済状況等を勘案し、要領に基づ 案又は案）の提出を受け、各事業を取りまく社会経済状況等を勘案し、要領に基づ

く再評価及び事後評価の運用状況等について報告を受けること。 く再評価及び事後評価の運用状況等について報告を受けること。

二 再評価の審議対象事業に関し、整備局が作成した対応方針（原案）について審議 二 再評価の審議対象事業に関し、整備局が作成した対応方針（原案）について審議

を行い、対応方針（原案）に対し意見がある場合には、局長に対してその具申を行 を行い、対応方針（原案）に対し意見がある場合には、局長に対してその具申を行

うこと。 うこと。

三 事後評価の審議対象事業に関し、整備局が作成した対応方針（案）について審議 三 事後評価の審議対象事業に関し、整備局が作成した対応方針（案）について審議

を行い、対応方針（案）に対し意見がある場合には、局長に対してその具申を行う を行い、対応方針（案）に対し意見がある場合には、局長に対してその具申を行う

こと。 こと。

（委員会の委員及び組織） （委員会の委員及び組織）

第３条 委員は、学識経験者等から、局長が委嘱する。 第３条 委員は、学識経験者等から、局長が委嘱する。

２ 委員会は、委員８人以内で組織する。 ２ 委員会は、委員８人以内で組織する。

３ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の ３ 委員の任期は、１２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

任期は、前任者の残任期間とする。 の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。ただし、６年を限度とする。 ４ 委員は、再任されることができる。ただし、６年を限度とする。

５ 委員は、非常勤とする。 ５ 委員は、非常勤とする。



原 文 改 定

６ 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 ６ 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

７ 委員長は、会務を総理する。 ７ 委員長は、会務を総理する。

８ 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す ８ 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 る。

（専門委員） （専門委員）

第４条 第２条の事務を処理する上で特に必要と認められる場合には、委員会に専門委 第４条 第２条の事務を処理する上で特に必要と認められる場合には、委員会に専門委

員を置くことができる。 員を置くことができる。

２ 専門委員は、当該事業に関し、十分な知見を有する者のうちから局長が委嘱する。 ２ 専門委員は、当該事業に関し、十分な知見を有する者のうちから局長が委嘱する。

３ 専門委員の任期は、当該事業の審議に係る期間とする。 ３ 専門委員の任期は、当該事業の審議に係る期間とする。

４ 専門委員は、非常勤とする。 ４ 専門委員は、非常勤とする。

（関係港湾管理者等） （関係港湾管理者等）

第５条 第２条の事務を処理するにあたり、委員会は、第２条第一号の規定に従い報告 第５条 第２条の事務を処理するにあたり、委員会は、第２条第一号の規定に従い報告

される再評価及び事後評価の結果並びに同条第二号及び第三号の規定に従い提出され される再評価及び事後評価の結果並びに同条第二号及び第三号の規定に従い提出され

る対応方針（原案）に関係する港湾管理者等に対し、出席を求め意見を聞くことがで る対応方針（原案）に関係する港湾管理者等に対し、出席を求め意見を聞くことがで

きる。 きる。

２ 第一項の港湾管理者等の委員会への出席については、局長が依頼する。 ２ 第一項の港湾管理者等の委員会への出席については、局長が依頼する。

（運営） （運営）

第６条 委員会は、審議方法を定めた委員会運営要領を決定する。 第６条 委員会は、審議方法を定めた委員会運営要領を決定する。

（委員会の庶務） （委員会の庶務）

第７条 委員会の庶務は、四国地方整備局企画部企画課及び港湾空港部港湾計画課にお 第７条 委員会の庶務は、四国地方整備局企画部企画課及び港湾空港部港湾計画課にお

いて処理する。 いて処理する。

（その他） （その他）

第８条 整備局以外の事業主体が実施する事業が、整備局が実施する事業と密接に関連 第８条 整備局以外の事業主体が実施する事業が、整備局が実施する事業と密接に関連

しており、一連の事業として、共同で再評価及び事後評価を実施することが効率的な しており、一連の事業として、共同で再評価及び事後評価を実施することが効率的な

場合には、当該事業の事業主体の長と局長は協議し、どちらか一方の事業評価監視委 場合には、当該事業の事業主体の長と局長は協議し、どちらか一方の事業評価監視委

員会を活用することができるものとする。 員会を活用することができるものとする。

（附 則） （附 則）

１ 本規則は、平成２２年４月１日から施行する。 １ 本規則は、平成２２令和２年４９月１１日から施行する。

２ 本規則の施行に伴い、｢四国地方整備局事業評価監視委員会規則（平成１５年 ２ 本規則の施行に伴い、｢四国地方整備局事業評価監視委員会規則（平成１５２２

９月１８日)は廃止する。 年９４月１８１日)は廃止する。



四国地方整備局事業評価監視委員会運営要領 対比表

原 文 改 定（案）

四国地方整備局事業評価監視委員会運営要領 四国地方整備局事業評価監視委員会運営要領(案)

（目 的） （目 的）

第１条 本要領は、四国地方整備局事業評価監視委員会規則（平成２２年４月１日付 第１条 本要領は、四国地方整備局事業評価監視委員会規則（平成２２令和２年４９月

け施行。以下、「規則」という。）第６条に基づき、四国地方整備局事業評価監視委 １１日付け施行。以下、「規則」という。）第６条に基づき、四国地方整備局事業評

員会（以下、「委員会」という。）の審議方法について、必要な事項を定めるもので 価監視委員会（以下、「委員会」という。）の審議方法について、必要な事項を定め

ある。 るものである。

（委員会の開催） （委員会の開催）

第２条 委員会の開催は委員長が召集するものとする。 第２条 委員会の開催は委員長が召集するものとする。

２ 委員会は、委員の二分の一以上の出席がなければ、開催することができない。 ２ 委員会は、委員の二分の一以上の出席がなければ、開催することができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員（専門委員を除く）の過半数をもって決し、可否同 ３ 委員会の議事は、出席した委員（専門委員を除く）の過半数をもって決し、可否同

数のときは委員長の決するところによる。 数のときは委員長の決するところによる。

（審議） （審議）

第３条 委員会は、対象事業について、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢の変 第３条 委員会は、対象事業について、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢の変

化等を勘案して、適正な事業評価がなされているのか審議するものとする。 化等を勘案して、適正な事業評価がなされているのか審議するものとする。

２ 委員会は、対象事業について、整備局が作成した再評価の対応方針（原案）及び事 ２ 委員会は、対象事業について、整備局が作成した再評価の対応方針（原案）及び事

後評価の対応方針(案)に対し意見がある場合には、委員長が委員会で審議された意見 後評価の対応方針(案)に対し意見がある場合には、委員長が委員会で審議された意見

をとりまとめて四国地方整備局長に対してその具申を行うものとする。 をとりまとめて四国地方整備局長に対してその具申を行うものとする。

（審議過程の透明性の確保） （審議過程の透明性の確保）

第４条 委員会における審議過程の透明性の確保を図るため、委員の氏名、会議の開催 第４条 委員会における審議過程の透明性の確保を図るため、委員の氏名、会議の開催

についてはあらかじめ公表するものとする。 についてはあらかじめ公表するものとする。

２ 委員会の審議については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、個人 ２ 委員会の審議については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、個人

情報等を一時的に取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合には、非公開とするこ 情報等を一時的に取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合には、非公開とするこ

とができる。なお、委員は非公開の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らして とができる。なお、委員は非公開の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も、また同様とする。 はならない。その職を退いた後も、また同様とする。

３ 委員会の会議に提出された以下の資料等については、会議終了後、速やかに公表す ３ 委員会の会議に提出された以下の資料等については、会議終了後、速やかに公表す

るものとする。ただし、個人情報等で公表することが、適切でない資料等については るものとする。ただし、個人情報等で公表することが、適切でない資料等については

公表しないものとする。 公表しないものとする。

・再評価及び事後評価を実施した事業の一覧表 ・再評価及び事後評価を実施した事業の一覧表

・再評価及び事後評価に係わる資料 ・再評価及び事後評価に係わる資料



原 文 改 定（案）

（雑則） （雑則）

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定め 第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定め

る。 る。

（附 則） （附 則）

１ 本運営要領は、平成２２年８月１７日から施行する。 １ 本運営要領は、平成２２令和２年８９月１７日から施行する。

２ 本運営要領の施行に伴い、｢四国地方整備局事業評価監視委員会運営要領（平成 ２ 本運営要領の施行に伴い、｢四国地方整備局事業評価監視委員会運営要領（平成

１５年９月２９日）は廃止する。 １５２２年９８月２９１７日）は廃止する。


